
 

大阪市介護保険料延滞金減免基準 

 

 

 この基準は、大阪市介護保険条例（以下「条例」という。）第 13 条並びに同施行

規則（以下「規則」という。）第 25 条、26 条に規定する保険料の延滞金減免の基

準について必要な事項を定めるものとする。 

 次の減免基準に該当する第１号被保険者で、災害その他特別な事情により、延滞

金を納付することが不可能又は著しく困難であると認めた場合、その申請等に基づ

き、次に定めるところにより延滞金を減免することができる。 

 なお、この延滞金減免基準に用いる用語の意義は、「条例」、「規則」及び「大阪

市介護保険料徴収猶予及び減免基準」に定めるところによる。 

 

記 

 

１ 減免基準 

（１）災害減免 

 第１号被保険者の属する世帯が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害

により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたため、第１号被

保険者が保険料の減免に該当した場合、別表のとおり当該第１号被保険者の延滞金

を減免する。 

 

（２）所得減少減免 

 第１号被保険者の属する世帯が、次のいずれかの理由により、その収入が著しく

減少したため、第１号被保険者が保険料の減免に該当した場合、別表のとおり当該

第１号被保険者の延滞金を減免する。 

 ア 死亡、心身の重大な障害又は長期間の入院 

 イ 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損害、失業等 

   （干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁その他これに類する理由 

    を含む。） 

 

（３） 徴収猶予の措置を受けたことによる減免  

第１号被保険者が保険料の徴収猶予の措置を受けた場合、別表のとおり当該第１

号被保険者の延滞金を減免する。 

 

（４） 滞納処分の停止がされたことによる減免  

第１号被保険者が保険料の滞納処分の停止をされた場合、別表のとおり当該第１

号被保険者の延滞金を減免する。 

 



（５） 換価の猶予の措置を受けたことによる減免  

ア 第１号被保険者が保険料にかかる換価の猶予の措置を受けた場合、別表の

とおり当該第１号被保険者の延滞金を減免する。 

イ 第１号被保険者が保険料に係る換価の猶予の措置を受けた場合において、

当該保険料の納付義務者のいずれもが次のいずれかに該当するときは、別表

のとおり当該第１号被保険者の延滞金を減免する。 

(ｱ)  保険料の納付義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来

した他の地方公共団体に係る徴収金、国税、公課又は債務について軽減

又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難に

なると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。 

(ｲ)  保険料の納付義務者の事業又は生活の状況によりその延滞金額の納付を

困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。 

 

（６）給付制限減免 

 第１号被保険者が保険料の給付制限減免に該当した場合、別表のとおり当該第１

号被保険者の延滞金を減免する。 

 

（７）生活困窮者減免 

 第１号被保険者が保険料の生活困窮者減免に該当した場合、別表のとおり当該第

１号被保険者の延滞金を減免する。 

 

（８）生活保護受給及び境界層措置減免 

 第１号被保険者が生活保護を受給している、又は境界層措置を受けている場合、

別表のとおり当該第１号被保険者の延滞金を減免する。 

 

（９）介護保険料賦課処分不服審査請求等による減免 

 第１号被保険者が介護保険料賦課処分について不服審査請求又は訴訟等を提起

した場合、別表のとおり当該第１号被保険者の延滞金を減免する。 

 

（10）滞納処分等による減免 

 第１号被保険者が破産宣告、又はその財産について滞納処分等を受けたため、保

険料の納付が著しく困難になった場合、別表のとおり当該第１号被保険者の延滞金

を減免する。 

 

（11）所在不明等による減免 

 第１号被保険者が所在不明等の理由により、公示送達により納付通知を行ったな

どで、保険料の納付が著しく困難な場合、別表のとおり当該第１号被保険者の延滞

金を減免する。 

 



（12）他制度による減免 

 第１号被保険者が税や国民健康保険など他の制度により納付金の減免を受けた

場合、別表のとおり当該第１号被保険者の延滞金を減免する。 

 

（13）その他やむを得ない理由による減免 

 第１号被保険者の属する世帯の世帯主又は世帯員について心身の重大な障害、長

期の入院等やむを得ない理由により、第１号被保険者が保険料の納付困難となった

場合、別表のとおり当該第１号被保険者の延滞金を減免する。 

 

２ 適用期間 

（１）延滞金の減免の適用期間は、別表に定める期間とする。 

 

（２）次のいずれかの事実が生じたときは、その生じた日以後の期間に対応する部

分の金額について、減免の適用を取り消す。 

ア 延滞金の減免を受けた第１号被保険者の属する世帯の世帯主又は世帯員の

収入の増加その他の事情の変化により、延滞金の減免をすることが適当でな

いと認めるとき 

イ 徴収猶予を取り消されたとき 

ウ 滞納処分の停止を取り消されたとき 

エ 換価の猶予を取り消されたとき 

 

（３）偽りの申請その他不正の行為により延滞金の減免を受けた場合は、適用開始

日に遡及して減免の適用を取り消す。 

 

３ 実施期日 

  この基準は、平成 17年３月１日から適用する。 

 

  （令和４年４月８日改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 

 

 減 免 事 由 適 用 範 囲 
減免 

割合 
申請 

１ 災害減免 

保険料減免期間中（減免未実施の場合は減

免相当期間中）の延滞金減免申請時に納期

限の到来している保険料に対する延滞金 

100％ 要 

２ 所得減少減免 

保険料減免期間中（減免未実施の場合は減

免相当期間中）の延滞金減免申請時に納期

限の到来している保険料に対する延滞金 

100％ 要 

３ 

徴収猶予の措置を

受けたことによる

減免 

徴収猶予をした保険料に係る延滞金につい

て、当該猶予した期間に相当する金額 
100％ 不要 

４ 

滞納処分の停止が

されたことによる

減免 

滞納処分の停止をした保険料に係る延滞金

について、当該停止期間に相当する金額 
100％ 不要 

５ 

換価の猶予の措置

を受けたことによ

る減免 

ア 

【猶予特例基準割合※１が年 7.3％未満】

換価の猶予をした保険料に係る延滞金

について、当該猶予期間に相当する金

額 

※２ 不要 

【猶予特例基準割合※１が年 7.3％以上】

換価の猶予をした保険料に係る延滞金

について、当該猶予期間（延滞金が年

14.6パーセントの割合により計算され

る期間に限る。）に相当する金額 

50％ 不要 

イ 換価の猶予をした保険料に係る延滞金

（（５）アの免除に係る部分を除く。）につ

いて、当該猶予した期間（当該保険料を当

該期間内に納付しなかったことについてや

むを得ない理由があると認める場合には、

猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理

由がなくなった日までの期間を含む。）に相

当する金額 

納付困

難と認

める額 
要 

６ 給付制限減免 

保険料減免期間中（減免未実施の場合は減

免相当期間中）の延滞金減免申請時に納期

限の到来している保険料に対する延滞金 

100％ 要 

７ 生活困窮者減免 

保険料減免期間中（減免未実施の場合は減

免相当期間中）の延滞金減免申請時に納期

限の到来している保険料に対する延滞金 

100％ 要 

８ 
生活保護受給及び

境界層措置減免 

生活保護受給又は境界層措置期間中の延滞

金減免申請時に納期限の到来している保険

料に対する延滞金 

100％ 要 



９ 

介護保険料賦課処

分不服審査請求等

による減免 

延滞金減免申請時に納期限の到来している

保険料のうち審査請求等に係る保険料に対

する延滞金（但し更正減額の決定を受けた

ものに限る） 

100％ 要 

10 
滞納処分等による

減免 

処分等を受けた日以前に納期限の到来して

いる保険料に対する延滞金 
100％ 要 

11 
所在不明等による

減免 

介護保険料決定通知書の送達を知った日以

前に納期限の到来している当該決定通知書

の保険料に対する延滞金 

100％ 要 

12 他制度による減免 

他の制度による納付金減免期間中（期間の

定めの無い場合は減免実施年度中）の延滞

金減免申請時に納期限の到来している保険

料に対する延滞金 

100％ 要 

13 
その他やむを得な

い理由による減免 

申請時に納期限の到来している保険料に対

する延滞金 

納付困

難と認

める額 
要 

※１ 免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基

準割合（租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号）第 93条第２項に規定す

る平均貸付割合に年 0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。） 

※２ 当該延滞金の割合が猶予特例基準割合（猶予特例基準割合が年 0.1パーセン

トの割合に満たない場合には、年 0.1パーセントの割合とする。）であると

した場合における当該延滞金の額を超える部分の金額 

 

 

 


